
別添資料７

鞍ケ池公園民間活力導入事業におけるキャンプフィールド売買契約書（案）  

引き渡し人 ●●●（以下「甲」という。）と引き受け人 豊田市（以下「乙」という。）とは、両
者間で令和●●年●●月●●日に取り交わした「鞍ヶ池公園民間活力導入事業に係る基本協定書」
（以下「協定書」という。）に基づき、次の条項により、この売買契約（以下「本契約」とい
う。）を締結する。 

1 事業名  鞍ケ池公園民間活力導入事業におけるキャンプフィールドの整備  

2 事業目的  上記事業の遂行（事業の概要は設置等指針第3章（５）に定めるとおり）  

3 事業場所  豊田市矢並町地内  

4 事業期間  自契約成立日至令和3年2月28日  

5 物件  甲が乙に引き渡す物件は、別紙「物件目録」のとおりである。 

6 契約金額 金 円（うち消費税及び地方消費税金 円）  

ただし、基本協定書の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合
には、当該改定又は減額がなされた金額とする。

7 契約保証金 金         円  

ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細については、基本協
定書の定めるところに従うものとする。  

8 契約条件  基本協定書のとおり  

9 契約費用  本契約の締結に要する費用は、甲の負担とする。 

10本契約の変更 本契約の変更については、甲及び乙の書面による同意をもってのみこれを行うこと
ができる。 

11裁判管轄 本契約に関して紛争が生じたときは、名古屋地方裁判所を第１審の専属的合意管轄
裁判所とする。 

12協議 本契約に定めのない事項又は本契約に関して疑義が生じた場合は、その都度甲乙協
議して定めるものとする。 

上記の売買契約について、下記の甲と乙は、各々対等な立場における合意に基づいて、豊田市契約規
則（昭和 39 年豊田市規則第 28 号）及び基本協定書の定めるところに従い、上記のとおり公正に契約
し、信義に従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、本契約は仮契約であって、豊田市議
会の議決を取得した日に成立することを確認する。

本契約の締結を証するため、本書 ２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する
ものとする。  



令和2年  月   日 

甲  ●共同企業体 

[代表企業] 

（所在地） 

（団体名） 

（代表者）   印 

[構成員] 

（所在地） 

（団体名） 

（代表者）   印 

[構成員] 

（所在地） 

（団体名） 

（代表者）   印 

乙  豊田市西町３丁目６０番地

豊田市 

代表者  豊田市長     ○○ ○○ 印 



（別紙） 
物 件 目 録 


